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指指定定支支援援法法人人にによよるるレレベベルル格格付付ＪＪＡＡ・・信信連連ににかかかかるる  

支支援援策策とと支支援援のの前前提提条条件件  

レベル格付の指定を受けたＪＡ・信連が、経営改善を実施するうえで、指定支援法人に

よる支援を受ける場合、以下の前提条件を充足しなければならない。  

  

レレベベルル格格付付とと  

活活用用可可能能なな支支援援策策  

支支援援供供与与水水準準  
（以下の範囲内で事案毎

に中央本部で審議） 
支支援援のの前前提提条条件件  

利利子子補補給給  

((レレベベルル 11～～33))  

○対象となる借入れ：貯払

い資金または事業再編

もしくは組織統合に必

要な資金の農林中金ま

たは信連からの借入れ 

○期間：10 年以内 

○利子補給率：１％以内 

○経営責任の明確化を行うこと 

○中央本部の審議を経た計画に基づき自助努力を徹

底すること 

債債務務保保証証  

((レレベベルル 11～～33))  

○対象となる借入れ：利子

補給と同じ 

○期間：10 年以内 

○保証割合：100%以内 

○保証料率：0.1%以内 

○利子補給と同じ 

資資

本本

注注

入入  

事事業業再再編編型型  

((レレベベルル 11～～33))  

○事業再編または組織統

合を行うために必要か

つ相当な金額 

○レベル１、２ＪＡについては、ＪＡの理事会または

経営管理委員会において事業再編を行う方針を指

定後１年以内に決定すること 

○10 年以内に確実に消却原資を確保するための

実効的な計画を策定すること 

○中央本部の審議を経た計画に基づき自助努力を徹

底すること 

緊緊急急支支援援型型  

（（レレベベルル 22））  

○一次支援：経営悪化や破

綻の蓋然性が消失する

水準 

○二次支援：事業再編を行

うために必要かつ相当

な金額 

○「当該事業年度の末日の自己資本比率が８％未満と

なる蓋然性が高く、かつ経営悪化や破綻に至る蓋然

性が高いＪＡ」としてレベル２の指定を受けること 

○一次支援を行う場合：ＪＡの理事会または経営管理

委員会において、事業再編にかかる契約についてＪ

Ａ総会決議による承認を指定後１年以内に受ける

方針および自己責任を果たす方針を決定すること 

○二次支援を行う場合： 

・ 事業再編にかかる契約についてＪＡ総会決議によ

る承認を指定後１年以内に受けること 

・ 自己責任を果たすこと 

・ 10 年以内に確実に消却原資を確保するための実効

的な計画を策定すること 

・ 中央本部の審議を経た計画に基づき自助努力を徹

底すること 

自自力力再再建建型型  

((レレベベルル 11～～22))  

○ 自 己 資 本 比 率 ４ ％ 超

10％までの範囲内 

○責任ある経営体制を確立すること 

○以下について実効的な経営改善策を策定すること 

・ 10 年以内に確実に消却原資を確保すること 

・ 注入する資本控除後の実質自己資本比率を経営改

善の開始後５年以内に８％以上に改善すること 

○中央本部の審議を経た計画に基づき自助努力を徹

底すること 
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資資

金金  

贈贈

与与  

費費用用助助成成  

((レレベベルル 11～～33））  

○助成対象：ＪＡ信用事業

譲渡を円滑に進めるた

めに必要かつ相当な費

用（継続的に発生する

費用に対する助成は５

年間を上限） 

○利子補給と同じ 

財財務務支支援援・・  

事事業業再再編編型型  

((レレベベルル 11～～33））  

○事業再編または組織統

合を行うために必要か

つ相当な金額 

○レベル１、２ＪＡについては、ＪＡの理事会または

経営管理委員会において事業再編を行う方針を指

定後１年以内に決定すること 

○破綻処理３原則（減資、経営責任の追及、組織の消

滅）に準じた対応を行うこと（貯保法を適用する破

綻処理の場合には破綻処理３原則を遵守） 

○中央本部の審議を経た計画に基づき自助努力を徹

底すること 

財財務務支支援援・・  

緊緊急急支支援援型型  

（（レレベベルル 22））  

○一次支援：経営悪化や破

綻の蓋然性が消失する

水準 

○二次支援：事業再編を行

うために必要かつ相当

な金額 

○「当該事業年度の末日の自己資本比率が８％未満と

なる蓋然性が高く、かつ経営悪化や破綻に至る蓋然

性が高いＪＡ」としてレベル２の指定を受けること 

○一次支援を行う場合：ＪＡの理事会または経営管理

委員会において、事業再編にかかる契約についてＪ

Ａ総会決議による承認を指定後１年以内に受ける

方針および破綻処理３原則に準じた対応を行う方

針を決定すること 

○二次支援を行う場合： 

・ 事業再編にかかる契約についてＪＡ総会決議によ

る承認を指定後１年以内に受けること 

・ 破綻処理３原則に準じた対応を行うこと 

・ 中央本部の審議を経た計画に基づき自助努力を徹

底すること 

損損

害害

担担

保保  

事事業業譲譲渡渡型型  

((レレベベルル 11～～33））  

○対象債権：ＪＡ信用事業

譲渡を円滑に進めるた

めに損害担保を付すこ

とが必要と認められる

農業または関連産業向

け貸付け 

○補償額：譲受時の残元本

の毀損額の 50％以内 

○対象債権から回収益が

発生した場合、その

50％以上を指定支援法

人に納付 

○期間：10 年以内 

○利子補給と同じ 

○責任ある事業運営体制を確立すること 

○事業譲渡による抜本処理が最適であると判断され

ること 
一一部部  

事事業業譲譲渡渡型型※※  

((レレベベルル 11～～22））  

※  一部事業譲渡型：ＪＡにおける農業者向け取引の一部を信連・農林中金に譲渡し、地域農業基

盤の維持・強化の観点から、一定の時間をかけながら債務者管理・経営改善支援をより適切に

行う場合 

・  支援の具体的な内容については、中央本部で審議のうえ、経営管理委員会で決定し、別に定め

る。（ＪＡについてはＪＡバンク健全化要綱において定める。） 

・  中央本部の審議を経る計画には、具体的な経営改善策または組織統合の内容を盛り込む。 

・  農水産業協同組合貯金保険法に基づく資金援助を補完するため、債務保証、資本注入（事業再

編型）、資金贈与（財務支援・事業再編型）を活用することができる。 

・  ＪＡバンク全体の信用秩序を維持する上で緊急かつ必要やむを得ないと認めた場合には、例外

的な取扱いができるものとし、その実施については、中央本部で審議のうえ、経営管理委員会

で決定する。 
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会会計計監監査査人人監監査査にに代代わわるる調調査査  

以下の実施基準に該当し、かつ農林中金が調査対象として決定したＪＡは、会計監査人

を置く旨の定款の定めを設けるまでの間、以下の調査に応じる。  
 
○各事業年度の開始の時において農業協同組合法施行令第 22 条第１項に定める規模に達し

ておらず、かつ当該事業年度に開催される通常総会の時点で会計監査人を置く旨の定款の

定めを設けていないＪＡ 

 
＜調査の内容＞ 

 計算書類等の正確性の検証 

 内部管理態勢の有効性の検証 

 会計監査人の設置その他の経営基盤の強化（事業再編を含む。）についてのＪＡ代表理事との

協議 

・調査の具体的な内容等については、ＪＡバンク健全化要綱において定める。  
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会会計計監監査査人人監監査査にに代代わわるる調調査査  

以下の実施基準に該当し、かつ農林中金が調査対象として決定したＪＡは、会計監査人

を置く旨の定款の定めを設けるまでの間、以下の調査に応じる。  
 
○各事業年度の開始の時において農業協同組合法施行令第 22 条第１項に定める規模に達し

ておらず、かつ当該事業年度に開催される通常総会の時点で会計監査人を置く旨の定款の

定めを設けていないＪＡ 

 
＜調査の内容＞ 

 計算書類等の正確性の検証 

 内部管理態勢の有効性の検証 

 会計監査人の設置その他の経営基盤の強化（事業再編を含む。）についてのＪＡ代表理事との

協議 

・調査の具体的な内容等については、ＪＡバンク健全化要綱において定める。  
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事事業業再再編編選選択択ＪＪＡＡににかかかかるる本本方方針針のの適適用用ななららびびにに  
指指定定支支援援法法人人にによよるる支支援援策策とと支支援援のの前前提提条条件件  

１１  本本方方針針のの適適用用  

（１）事業再編選択ＪＡについては、Ⅲの7（2）および別紙５－１を下表のとおり読み替えて適用する。 

読読みみ替替ええるる  

規規定定  
読読みみ替替ええらられれるる字字句句  読読みみ替替ええるる字字句句  

ⅢⅢのの77（（22））  （1）に該当しないＪＡは、会計監査人を置

く旨の定款の定めを設けるよう努める。ま

た、当該ＪＡは、 

（1）に該当しない事業再編選択ＪＡは、 

当該定款の定めを設けるまでの間 事業再編が完了するまでの間 

別別紙紙５５－－１１  ＜調査の内容＞ 

 計算書類等の正確性の検証 

 内部管理態勢の有効性の検証 

 会計監査人の設置その他の経営基

盤の強化（事業再編を含む。）に

ついてのＪＡ代表理事との協議 

＜調査の内容＞ 

 計算書類等の正確性の検証 

 事業再編の進捗状況の確認 

 
（２）別紙２－２にかかわらず、事業再編選択ＪＡについては、別紙１－２の報告において内部監査体制また

は資金運用体制（貸出・審査体制）のうちＪＡバンク健全化要綱において定める項目が未整備であって

も、事業再編が完了するまでの間指定を行わない。 

 
２２  活活用用可可能能なな支支援援策策とと支支援援のの前前提提条条件件等等  

事業再編選択ＪＡが、指定支援法人による支援を受ける場合、以下の前提条件を充足しなければならな

い。 

活活用用可可能能なな  

支支援援策策  

支支援援供供与与水水準準  

（以下の範囲内で事案毎に 

中央本部で審議  

支支援援のの前前提提条条件件  

資資金金贈贈与与  

((費費用用助助成成)) 

○助成対象：事業再編による経営基盤強

化を円滑に進めるために必要かつ相当

な費用（継続的に発生する費用に対す

る助成は３年間を上限） 

○事業再編にかかる契約についてＪＡ総会決議に

よる承認を受けること 

○事業再編による経営基盤強化の計画を策定し実

践すること 

・ 支援の具体的な内容については、ＪＡバンク健全化要綱において定める。 
・ 事業再編選択ＪＡが再編成希望ＪＡに該当しかつ再編成希望ＪＡにかかる支援の前提条件等を充足する場合、この支

援策と重複して再編成希望ＪＡにかかる支援を受けることができる。 
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指指定定支支援援法法人人にによよるる再再編編成成希希望望ＪＪＡＡににかかかかるる  

支支援援策策とと支支援援のの前前提提条条件件  
再編成希望ＪＡが、指定支援法人による支援を受ける場合、以下の前提条件を充足しな

ければならない。 

 

１１  支支援援対対象象とと活活用用可可能能なな支支援援策策  

支支援援対対象象  活活用用可可能能なな支支援援策策  

レベル格付の指定を受けていない再編成希望ＪＡ 
利子補給、債務保証、資金贈与（費用助成）、

損害担保 

 

 

２２  支支援援のの前前提提条条件件等等  

支支援援策策  

支支援援供供与与水水準準  

（以下の範囲内で事案毎に 

中央本部で審議）  

支支援援のの前前提提条条件件  

利利子子  

補補給給  

○対象となる借入れ：ＪＡ信用事業譲渡

に必要な資金の農林中金または信連

からの借入れ 

○期間：10 年以内 

○利子補給率：１％以内 

○営農・経済事業に注力することを目的とし

たＪＡ信用事業譲渡の計画を策定し実践す

ること 

債債務務  

保保証証  

○対象となる借入れ：利子補給と同じ 

○期間：10 年以内 

○保証割合：100%以内 

○保証料率：0.1%以内 

  資資金金贈贈与与  

((費費用用助助成成))  

○助成対象：ＪＡ信用事業譲渡を円滑に

進めるために必要かつ相当な費用

（継続的に発生する費用に対する助

成は５年間を上限） 

損損害害  

担担保保  

○対象債権：ＪＡ信用事業譲渡を円滑に

進めるために損害担保を付すことが

必要と認められる農業または関連産

業向け貸付け 

○補償額：譲受時の残元本の毀損額の

80％以内 

○対象債権から回収益が発生した場合、

その 80％以上を指定支援法人に納付 

○期間：10 年以内 

・支援の具体的な内容については、ＪＡバンク健全化要綱において定める。 
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指指定定支支援援法法人人にによよるる再再編編成成希希望望ＪＪＡＡににかかかかるる  

支支援援策策とと支支援援のの前前提提条条件件  
再編成希望ＪＡが、指定支援法人による支援を受ける場合、以下の前提条件を充足しな

ければならない。 

 

１１  支支援援対対象象とと活活用用可可能能なな支支援援策策  

支支援援対対象象  活活用用可可能能なな支支援援策策  

レベル格付の指定を受けていない再編成希望ＪＡ 
利子補給、債務保証、資金贈与（費用助成）、

損害担保 

 

 

２２  支支援援のの前前提提条条件件等等  

支支援援策策  

支支援援供供与与水水準準  

（以下の範囲内で事案毎に 

中央本部で審議）  

支支援援のの前前提提条条件件  

利利子子  

補補給給  

○対象となる借入れ：ＪＡ信用事業譲渡

に必要な資金の農林中金または信連

からの借入れ 

○期間：10 年以内 

○利子補給率：１％以内 

○営農・経済事業に注力することを目的とし

たＪＡ信用事業譲渡の計画を策定し実践す

ること 

債債務務  

保保証証  

○対象となる借入れ：利子補給と同じ 

○期間：10 年以内 

○保証割合：100%以内 

○保証料率：0.1%以内 

  資資金金贈贈与与  

((費費用用助助成成))  

○助成対象：ＪＡ信用事業譲渡を円滑に

進めるために必要かつ相当な費用

（継続的に発生する費用に対する助

成は５年間を上限） 

損損害害  

担担保保  

○対象債権：ＪＡ信用事業譲渡を円滑に

進めるために損害担保を付すことが

必要と認められる農業または関連産

業向け貸付け 

○補償額：譲受時の残元本の毀損額の

80％以内 

○対象債権から回収益が発生した場合、

その 80％以上を指定支援法人に納付 

○期間：10 年以内 

・支援の具体的な内容については、ＪＡバンク健全化要綱において定める。 
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基基本本方方針針をを遵遵守守ししなないい会会員員にに対対すするる措措置置（（ペペナナルルテティィーー））  
 
 

ＪＡバンク全体の信頼性を確保するため、本方針を遵守しない会員に対し、以下のとお

り、農林中金は遵守の勧告・ペナルティー措置の発動に関する警告を行い、これを経てな

お改善が認められない場合には、ＪＡバンク会員からの強制脱退措置を講じるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・経営管理資料等を提出しない会員 

・資産精査を拒否する会員 

・資金運用制限を無視する会員 

・指定支援法人に負担金を納めない会員 等 

基基本本方方針針をを遵遵守守しし

なないい会会員員  

（ＪＡバンク基本方針遵守の）勧勧  告告  

勧告に従わない場合 
回答がない場合 

（ペナルティー発動に関する）警警  告告  

（ＪＡバンク会員からの）強強制制脱脱退退 

【強制脱退の効果】 

１ 「ＪＡバンク会員名簿」からの削除 

２ 「ＪＡバンク」商標の使用禁止 

３ 指定支援法人の支援対象からの除外 等 

 

警告に従わない場合 
回答がない場合 

中央本部の場において当該会員に弁

明の機会を設ける 

それぞれ中央本

部において審議

後、経営管理委

員会において決

議を行う。 
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- 20 - 

特特定定承承継継会会社社ににかかかかるる本本方方針針のの適適用用  
 
特定承継会社については、以下のとおり本方針を適用する。  

  

本本方方針針のの規規定定  特特定定承承継継会会社社へへのの適適用用  

○○  ⅠⅠのの11、、22、、44、、55おおよよびび66  

○○  ⅢⅢのの11  

○○  ⅢⅢのの55おおよよびび66、、別別紙紙２２－－１１、、別別紙紙２２－－２２

ななららびびにに別別紙紙４４  

○○  ⅢⅢのの88おおよよびび別別紙紙６６  

○○  ⅢⅢのの99  

○○  附附則則１１６６おおよよびび別別紙紙５５－－２２  

農林中金とみなして適用する。 

○○  ⅠⅠのの33  

○○  ⅢⅢのの22（（（（33））をを除除くく））  
信連とみなして適用する。 

○○  ⅣⅣ  ＪＡバンク会員とみなして適用する。 
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別別表表  

- 20 - 

特特定定承承継継会会社社ににかかかかるる本本方方針針のの適適用用  
 
特定承継会社については、以下のとおり本方針を適用する。  

  

本本方方針針のの規規定定  特特定定承承継継会会社社へへのの適適用用  

○○  ⅠⅠのの11、、22、、44、、55おおよよびび66  

○○  ⅢⅢのの11  

○○  ⅢⅢのの55おおよよびび66、、別別紙紙２２－－１１、、別別紙紙２２－－２２

ななららびびにに別別紙紙４４  

○○  ⅢⅢのの88おおよよびび別別紙紙６６  

○○  ⅢⅢのの99  

○○  附附則則１１６６おおよよびび別別紙紙５５－－２２  

農林中金とみなして適用する。 

○○  ⅠⅠのの33  

○○  ⅢⅢのの22（（（（33））をを除除くく））  
信連とみなして適用する。 

○○  ⅣⅣ  ＪＡバンク会員とみなして適用する。 

 

ＪＪＡＡ高高知知県県  自自己己改改革革のの取取組組状状況況  

 
ⅠⅠ 自自己己改改革革のの実実践践状状況況

農業者の所得増大・農業生産の拡大に向けた取組として、農業者のコスト削

減支援、反収向上支援、販売強化対策等に取組みました。

コスト削減支援の取組として、コンテナ・貸切トラック出荷の活用により約

万円、包装資材の見直しにより約 万円を削減することができまし

た。また肥料高騰対策として、行政機関が実施する各種補助事業への対応を行

うとともに、ＪＡ高知県独自対策として、約 万円の肥料価格低減対策を

行いました。そのほか、低コスト生産資材の普及拡大も進め、普及率は ％と

なりました。

販売力の強化・宣伝販促活動の実施として、量販店での高知フェアの開催な

どに取組み、高知県産の需要拡大対策を行うとともに、県外事務所を中心とし

た個別商談を進めました。受託販売品の取扱高（本部扱い）については、令和

３年度と比較して３％向上し、 億円となりました。

令和５年度についても、コスト削減対策および取扱高の拡大に向け、取組を

継続します。

 
ⅡⅡ 自自己己改改革革のの実実践践にに向向けけたた組組合合員員のの意意思思反反映映

令和４年度は、正組合員をはじめとした役職員の担い手訪問や集落座談会等

による対話を行うとともに、広報誌を通じた准組合員モニター制度を通じて、

准組合員の声を聴いてまいりました。

准組合員の事業利用にあたっては、正・准組合員の利用状況を把握した結

果、准組合員の事業利用が、正組合員の利用や農業者の所得増大に支障をきた

していないことを確認しており、准組合員を「地域農業振興の応援団」と位置

付けし、引き続き事業利用することや協同活動に参加することを進めていきま

す。

 
ⅢⅢ 自自己己改改革革をを支支ええるる「「経経営営基基盤盤のの確確立立・・強強化化」」にに向向けけたた取取組組

管内の人口減少やマイナス金利の影響等によって、今後数年間は今までにな

い厳しい経営環境が続くことが想定されます。

組合員の理解をいただきながら、店舗再編等を含めたあらゆる経営基盤強化

対策に取組んでおりますが、健全で持続性のある組織を維持していくために

は、一層の改革が必要です。

そこで、当組合では、将来を見据えた経営シミュレーションの結果および経営

分析結果に基づき、引き続き業務の効率化を進めるとともに、事業の運営方法の

見直し、総合的な利便性を考慮した関連施設の機能再編等に取組みます。
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